
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
難腐敗性天然樹皮に燃焼灰を配合することを特徴とする植物栽培用緑化用資材。
【請求項２】
燃焼灰が動物、草木類、石炭または石油を燃焼して得た灰である 請求項
１記載の植物栽培用緑化用資材。
【請求項３】
燃焼灰が草木類を燃焼して得た灰であることを特徴とする請求項１記載の植物栽培用緑化
用資材。
【請求項４】
燃焼灰は粒子直径が０．１μｍ以上１００μｍ以下のものを容積率で２０％以上１００％
以下含む 請求項１～３のいずれかに記載の植物栽培用緑化 資材。
【請求項５】
植物栽培用培土 土壌改良 して用いる 請求項１～４のいずれか
に記載の植物栽培用緑化用資材。
【請求項６】

【請求項７】
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ことを特徴とする

ことを特徴とする 用

または 材と ことを特徴とする

吹き付け材として用いることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の植物栽培用緑
化用資材。

マルチ材として用いることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の植物栽培用緑化



【請求項８】
燃焼灰を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で２％以上３００％以下配合し、吹き付け材
として用いることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の植物栽培用緑化 資材。
【請求項９】
燃焼灰を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で２％以上３０％以下配合し、植物栽培用培
土 土壌改良 して用いることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の植物
栽培用緑化 資材。
【請求項１０】

【請求項１１】
粒径１ｍｍ以上２０ｍｍ以下の砕石を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で１％以上１５
％以下を配合し、吹き付け材として用いることを特徴とする請求項１

のいずれかに記載の植物栽培用緑化用資材。
【請求項１２】
底部に粘土及び防水材で貯水槽を作り、その中に請求項１～ いずれかに記載の植物栽
培用緑化用資材と土壌とを混ぜてなる床土を入れ、前記防水層の上方に難腐敗性天然樹皮
の粉砕物、又は、請求項１～ のいずれかに記載の植物栽培用緑化用資材からなる排水層
を敷き、その上に前記床土を敷いたことを特徴とする芝その他の植物を植栽するグランド
・広場等の雨水利用型施工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、植物栽培用緑化用資材及びその施工方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　腐敗し難い天然樹皮は、疏水性を示し、水を揆水し、植物の生育に必要な水を供給する
ことが難しく、止むを得ず濡れ剤等の界面活性剤を配合していた。しかし、界面活性剤は
洗剤の一種であり、洗濯の濯ぎでも明らかな通り、散水や降雨により容易に流亡し本来の
揆水性にもどり、植物栽培用培土として、又、吹き付け材等緑化用資材として不適格であ
った。又、洗剤は河川を汚染し、魚毒性を示し、魚類にも悪影響を及ぼすことが明らかで
あった。更にこれら天然樹皮は、植物の発芽及び生育に悪影響を及ぼすことがあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　腐敗し難い天然樹皮は、長年繊維状を保ち多くの利点があったが、揆水性が大きくこれ
を防ぐ方法がなかった。濡れ易くするには、濡れ剤、即ち、界面活性剤を加えると言う常
識に反し発想を転換し、表面張力を全く低下させることのない燃焼灰を、揆水性の強い樹
皮繊維に加えると、灰は意外にも樹皮の疏水性を容易に親水性表面に変え、水を揆水させ
ることなくよく濡らし、植物の生育に必要な水を保水させることを見いだした。
【０００４】
　すなわち、本発明は下記の植物栽培用緑化用資材、吹き付け材及び雨水利用型施工方法
に係るものである。
１．難腐敗性天然樹皮に燃焼灰を配合することを特徴とする植物栽培用緑化用資材。
２．燃焼灰が動物、草木類、石炭または石油を燃焼して得た灰である １
記載の植物栽培用緑化用資材。
３．燃焼灰が草木類を燃焼して得た灰であることを特徴とする１記載の植物栽培用緑化用
資材。
４．燃焼灰は粒子直径が０．１μｍ以上１００μｍ以下のものを容積率で２０％以上１０
０％以下含む １～３のいずれかに記載の植物栽培用緑化資材。
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用資材。

４ 用

または 材と ４
用

燃焼灰を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で２％以上３０％以下配合し、マルチ材とし
て用いることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の植物栽培用緑化用資材。

、２、３、４または
８

４の

４

ことを特徴とする

ことを特徴とする



５．植物栽培用培土 土壌改良 して用いる １～４のいずれかに
記載の植物栽培用緑化用資材。

．

．燃焼灰を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で２％以上３００％以下配合し、吹き付
け材として用いることを特徴とする１～ のいずれかに記載の植物栽培用緑化 資材。

．燃焼灰を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で２％以上３０％以下配合し、植物栽培
用培土 土壌改良 して用いることを特徴とする１～ のいずれかに記載の植物栽
培用緑化 資材。

．

．粒径１ｍｍ以上２０ｍｍ以下の砕石を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で１％以
上１５％以下を配合し、吹き付け材として用いることを特徴とする１

のいずれかに記載の植物栽培用緑化用資材。
．底部に粘土及び防水材で貯水槽を作り、その中に１～ いずれかに記載の植物栽

培用緑化用資材と土壌とを混ぜてなる床土を入れ、前記防水層の上方に難腐敗性天然樹皮
の粉砕物、又は、１～ のいずれかに記載の植物栽培用緑化用資材からなる排水層を敷き
、その上に前記床土を敷いたことを特徴とする芝その他の植物を植栽するグランド・広場
等の雨水利用型施工方法。
【０００５】
　難腐敗性の天然樹皮は、多くの利点を有しながら、この疏水性のため、即ち、水をはじ
く作用及び植物生育阻害作用のため、植物栽培用の培土や法面吹き付け資材として十分な
成果をあげることが出来なかった。よって、これまでその殆どは、大切な石油を消費して
焼却処分を余儀なくされていた。又、難腐敗性の天然樹皮は吹き付け機内でつまり、法面
吹き付けが出来ない欠点があった。更に、従来は、雨水の多くは排水溝に集め捨てていた
。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　スギ・ヒノキ・ヒバ等難腐敗性廃樹皮の表面を疏水性から親水性に、更に植物生育阻害
作用を、今日その処分に困っている灰と言う植物にとって有用なものを少量加えることに
より改質することが出来た。
【０００７】
　難腐敗性の天然樹皮の大きさは、その使用場面により異なる。ラン・シクラメン等保水
性を余り必要としない植物には粗く、５～１０ｃｍの大き が適する。芝生・草花等の植
栽をする土壌に混ぜ土壌改良する時、及び吹付資材に用いる時は、中間程度の０．５～５
ｃｍの大きさが望ましい。播種用培土に用いる時は、０．１～３ｃｍと細かいサイズが適
する。
【０００８】
　 燃焼灰の配合率は、灌水設備のない時、及び法面吹付の時は
多く要し、通常 ２０～３００％配合する。土壌に混合する時や播種用に使用する
時は、比較的少なく、２～３０％配合する。
【０００９】
　界面活性剤の種類は特に限定しないが、コスト的に非イオン性界面活性剤が望ましく、

その配合量は ０．０２％以上１５％以下、好ましくは
０．０５％以上１０％以下である。灰はそれ以上分解することなく、又、水に溶けること
なく、長年に渡り、樹皮の疏水性を親水性に、又、植物生育阻害作用を改質する優れた作
用を示した。
【００１０】
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または 材と ことを特徴とする

６．吹き付け材として用いることを特徴とする１～４のいずれかに記載の植物栽培用緑化
用資材。
７ マルチ材として用いることを特徴とする１～４のいずれかに記載の植物栽培用緑化用
資材。
８

４ 用
９

または 材と ４
用

１０ 燃焼灰を、難腐敗性天然樹皮に対して容積率で２％以上３０％以下配合し、マルチ
材として用いることを特徴とする１～４のいずれかに記載の植物栽培用緑化用資材。
１１

、２、３、４または
８
１２ ５の

５

さ

難腐敗性天然樹皮に対する
容積率で

難腐敗性天然樹皮に対する 容積率で



　吹付材に配合する砕石の大きさは、０．５ｍｍ以上５ｃｍ以下のものがよく、好ましく
は１ｍｍ以上２ｃｍ以下のものを 容積率で１％以上１０％以下
配合して吹付けるのが望ましい。
【００１１】
【作用】
　灰は、カルシューム・マグネシューム・シリカ等微量要素を供給する。灰がなぜ植物生
育阻害作用を改良するかについては、理論的に今日なお解明出来ていないが、難腐敗性廃
樹皮と灰を組み合わせると、健全な植物の生育に役立つ。
【００１２】
　更に灰は吸着力が大きい。現在開発されている人 土壌の共通の欠点は、この吸着率が
弱く、そのため、施用された肥料の多くは、降雨、散水により流亡し、タレ流しになって
いた。農薬も肥料同様タレ流しになり、河川を汚染していたが、この灰を利用することに
より、肥料を吸着し、肥料の利用率を向上させ農薬の流亡を防ぎ、廃樹皮、廃灰のリサイ
クル利用が出来る上、環境を保全する農業生産や緑化工法を可能にした。燃焼灰に界面活
性剤を加えると、濡れやすく作用は、予想に反し飛躍的に高まった。
【００１３】
　樹皮による法面吹き付けは、腐敗し難い繊維状樹皮がからみあい、散水、降雨でも流亡
せず、従来工法の如く高コストで、人手を要するネット張りも不要で、優れた特性のある
反面、大きな欠点を有していた。それは、難腐敗性樹皮による吹き付け材は軽く、吹き付
け機のタンク及びホースに付着し、吹き付け作業が出来ない重大な欠点があった。従来「
ドロ吹き」と称して、土、その中でも粘土質の粒子径０．１ｍｍ以下の細かい土が良いと
されていたが、この場合には改良効果がなかった。鋭意努力研究したところ、これまでの
常識とは異なる粗大粒の１ｍｍ以上、好ましくは、３ｍｍ以下の砕石粒が有効なことを知
見し、本発明を完成した。
【００１４】
　従来は、雨水は排水溝に集め捨てていたが、近年芝グランド．公園等大型化し、散水に
多額の費用を必要とする上、水資源が枯渇する傾向にあり、本発明の難腐敗性樹 は殺菌
力があり根腐れを起こさないため、これまで不可能とされていた に示す通り雨水をリ
サイクル利用し、併せて散水装置をも必要としない節水型、低コスト施工が可能になった
。
【００１５】
　（実施例－１）スギ樹皮をハンマーミルで約３ｃｍ以下に粉砕したもの１００部に電気
集塵器で集めた石炭燃焼灰３０部を配合したものを、ゴルフ場のグリーンの床土に約２５
％混ぜ、化成肥料（２０－５－１０）１部施肥してコウライ芝を張芝する。
【００１６】
　（実施例－２）ヒノキ樹皮を、ハンマーミルで約２ｃｍ以下に粉砕した物１００部に、
木材燃焼灰２５０部を加え、黒土２０部、芝種子０．１部及び約６ｍｍ直径の砕石５部を
加え、モルタルガンで法面吹き付けする。
【００１７】
　（実施例－３）青森ヒバ樹皮をナイフミルで約１ｍｍ程度に粉砕した物１００部に、石
油燃焼灰５部を配合したものをイネ育苗培土に３０％加え、イネ種子を 種する。
【００１８】
　（実施例－４）青森ヒバ樹皮をハンマーミルで約７ｃｍ以下に粉砕した物１００部に動
物燃焼灰１０部を混ぜ、緩効性化成肥料（１５－１０－１０）１部を加え、シクラメン栽
培用土として使用する。
【００１９】
　（実施例－５）スギ樹皮を約２ｃｍ以下に粉砕した物１００部に、石炭燃焼灰５部を加
え、屋上緑化用培土として約３０ｃｍの厚さに敷き、花木を植栽する。
【００２０】
　（実施例－６）青森ヒバ樹皮を約１ｃｍ以下に粉砕した物１００部に石炭燃焼灰を２０
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部、及び化成肥料（２０－７－１５）２部を加え、トマト栽培用用土として使用する。
【００２１】
　（実施例－７）ヒノキ樹皮を約１ｃｍ以下に粉砕した物１００部に、石油燃焼灰１５部
に非イオン性界面活性剤にノニポール１６０  ０．５
部を加え、化成肥料（２０－１０－５）１部を加え、草花播種用培土として使用する。
【００２２】
　（実施例－８）スギ樹皮をハンマーミルで約３ｃｍ以下に粉砕したもの１００部に電気
集塵器で集めた石炭燃焼灰１０部を配合したものを、ゴルフ場のグリーンの床土に約２５
％混ぜ、化成肥料（２０－５－１０）１部施肥して図１に示す方法で施工してコウライ芝
を張芝する。
【００２３】
　（実施例－９）青森ヒバ樹皮をハンマーミルで約２ｃｍ以下に粉砕したもの１００部に
電気集塵器で集めた石炭燃焼灰２０部を配合したものを、サッカー場の床土に約３０％混
ぜ、化成肥料（２０－５－１０）１部施肥して、図２に示す方法で施工してコウライ芝を
張芝する。図２ 青森ヒバ樹皮をハンマーミルで約１０
ｃｍに粉たものを約３ｃｍ厚さに敷く。
【００２４】
　図１に本発明のグランド・広場等の雨水利用型施工法として、貯水型施工法を示す。貯
水槽４を水透過性の悪い粘土等で作り、その上にアスファルト乳化剤で防水加工３する。
その中に本発明品による軟腐敗性天然樹皮を主体として緑化資材を土壌に混ぜ、床土とし
て芝等を植栽する。
【００２５】
　図２に他の施工方法として、過剰水強制排水型施工法を示す。豪雨で貯水域に雨水が溢
れた時、例えばスギ樹皮を焼く１０ｃｍに粉砕したもの、又は、燃焼灰を加えた本発明に
よるもの６を約５ｃｍの厚さに敷くと、この部分が排水層の役目を果たし、過剰水を除去
する。
【００２６】
　上記のような施工法によれば、雨水のリサイクル利用により節水でき、散水設備及び排
水溝が不用となることによりコスト削減ができ、散水の労力が不用となることによりメン
テナンスが楽になるというメリットがある。
【００２７】
　（対照－１）ヒノキ樹皮を約１ｃｍ以下に粉砕した物１００部に、非イオン性界面活性
剤にノニポール１６０  ０．５部を加え、化成肥料（２０－１０－５）１部を加えて、草
花播培土とする。
【００２８】
　（対照－２）ヒノキ樹皮をハンマーミルで約２ｃｍ以下に粉砕した物１００部に、黒土
２０部、芝種子０．１部を加え、モルタルガンで法面吹き付けする。
【００２９】
　（対照－３）スギ樹皮を約２ｃｍ以下に粉砕した物を、屋上緑化用培土として約３０ｃ
ｍの厚さに敷き、花木を植栽する。
【００３０】
【発明の効果】
　本発明は、以上説明したように構成されているので、次に記載するような効果を奏する
。
【００３１】
（１）保水量．湿潤深さ
【表１】
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の発明資材６（丸付数字）として、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３２】
　○（測定方法）〔保水量．湿潤深さ〕試料１▲リットル▼を植木鉢に入れ、１０回タッ
ピングして沈圧し、水９００ｍｌを注水して注水前後の重量増加分より保水量を求める。
同時に試料が湿潤した深さを観察して湿潤深さとした。
【００３３】
　○本発明品は、植物の成長に必要な保水量が格段に優れ、湿潤深さより水が土壌深く浸
透していることを示した。
【００３４】
（２）植物の発芽性．生育性
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３５】
　○（試験方法）洋芝のトールフェスク及び野菜のラデッシュの種子５０粒を播種し、２
５℃グリーンハウス中１０日後の発芽率を調べる。３０日後の生育性を調べ、生育不良～
生育良好を＋～＋＋＋＋＋の５段階に評価した。
【００３６】
○  本発明品は、洋芝．野菜共に発芽率に優れ、その後の生育性にも格段に優れた。
【００３７】
（３）吹き付け性
【表３】
　
　
　
　
【００３８】
　○（吹き付け方法）モルタルガンを使用して、通常の方法に従い吹き付けして、その作
業性を調べる。
【００３９】
　○本発明品は、トラブルなく吹き付け作業が実施出来、芝の発芽．生育性も優れたのに
対し、従来技術によるものは、機械内につまり、全く吹き付け作業が出来なかった。
【００４０】
【表４】
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（４）水溜り．散水
【００４１】
　〇４月～１０月の７カ月間、天然降雨による水溜り回数を観測し、同時に芝の葉枯れの
様子より、散水した回数を示した。
【００４２】
　○本発明品は、夏シーズンを通じ水溜りなく、散水が殆ど不要であることが判った。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による貯水型施工法
【図２】本発明による過剰水強制排水施工法
【符号の説明】
１　　芝生
２　　床土
３　　防水加工
４　　防水槽
５　　貯水域
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【 図 ２ 】
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